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調  査  の  概  要 

調
査
の
設
計 

◆調査対象  藤沢市在住の満18歳以上の男女 

◆対象者数  3,039人 

◆標本抽出  無作為抽出 

 

◆調査方法  郵送による配布・回収方式 

◆調査期間  2014年（平成26年）11月21日（金） 

～12月16日（火） 

◆有効回収数 1,323人 

◆有効回収率 43.5％ 

性
・
年
齢
別
回
収
状
況 

  

 

 発送数 回収数 回収率 

  

 発送数 回収数 回収率 

 

男性 19歳以下 35 11 31.4% 女性 19歳以下 25 5 20.0% 

   20～29歳 196 29 14.8%    20～29歳 157 41 26.1% 

   30～39歳 252 64 25.4%    30～39歳 242 100 41.3% 

   40～49歳 326 97 29.8%    40～49歳 291 138 47.4% 

   50～59歳 238 98 41.2%    50～59歳 215 133 61.9% 

   60～69歳 228 135 59.2%    60～69歳 250 149 59.6% 

   70～79歳 166 100 60.2%    70～79歳 203 114 56.2% 

   80歳以上 89 51 57.3%    80歳以上 126 42 33.3% 

    年齢不明 － 1 －      年齢不明 － － －  

 合  計 1530 586 38.3%   合  計 1509 722 47.8%  

※ 性別…その他１件、無回答14件  

情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応 

１．調査票を送付した全封筒に点字対応 

封筒すべてに 

『藤沢市役所 人権男女共同参画課 電話５０－３５０１』

を点字化し発送しました。 

 

２．調査票について、点訳、外国語版への翻訳版を作成し

対応を図りました。 

（１）やさしい日本語（ルビふり）版 

（２）拡大文字版 

（３）点訳版 

（４）外国語版（５言語） ①英語 ②中国語  

③韓国語・朝鮮語 ④ポルトガル語 ⑤スペイン語 

※ 調査の実施にあたっては、上記（１）～（４）につい

て、翻訳等の用意があることについて、全調査対象者に

対して、やさしい日本語及び上記５カ国語による案内文

を調査票に同封し、送付しました。 

３．左記「２」における対象者からの要望実績 

（１）やさしい日本語（ルビふり）版・・・依頼なし 

（２）拡大文字版・・・依頼なし 

（３）点訳版・・・依頼なし 

（４）外国語版（５言語） 

   ①英語  ・・・・・・・ 依頼１件  

   ②中国語   ・・・・・ 依頼なし 

   ③韓国語・朝鮮語 ・・・ 依頼なし 

   ④ポルトガル語 ・・・・ 依頼２件 

   ⑤スペイン語 ・・・・・ 依頼１件 

調
査
項
目 

◆人権についての意識・考え 

◆女性の人権について 

◆子どもの人権について 

◆高齢者の人権について 

◆障がいのある人の人権について 

◆同和問題（部落差別）について 

◆外国人の人権について 

◆エイズ患者・ＨＩＶ感染者やその家族の人権について 

◆犯罪被害者等の人権について 

◆インターネット環境での人権について 

◆ホームレスの人権について 

◆性的指向・性同一性障がいに関する人権について 

◆働く人の人権について 

◆アイヌの人々の人権について 

◆ハンセン病患者・回復者やその家族の人権について 

◆刑を終えて出所した人の人権について 

◆北朝鮮当局による拉致被害者等の人権について 

◆人身取引に関する問題について 

◆震災等の被災者の人権について 

◆人権問題に関する取り組みについて 
 
※図表中の「ｎ」は回答者数で、グラフの数値はすべて回答者数を基数とした比率（％）です。小数第２位を四捨五入してい

るため、合計が 100％にならない場合があります。複数回答できる質問では、合計が 100％を超えます。 

 

 

  これは、平成26年度に実施した、「藤沢市人権に関する市民意識調査」の概要報告書です。この結果は、

「藤沢市人権施策推進指針」の見直しと今後の人権施策を推進していくうえで、貴重な資料として活用させ

ていただきます。なお、本調査は、人権に特化した意識調査として、本市とし初めて実施したものです。 
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基本属性 

 

（１）性別 

 基数 構成比 

全体 1,323 100.0% 

男性 586 44.3% 

女性 722 54.6% 

その他 1 0.1% 

無回答 14 1.1% 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢 

 基数 構成比 

全体 1,323 100.0% 

１９歳以下 16 1.2% 

２０～２９歳 71 5.4% 

３０～３９歳 165 12.5% 

４０～４９歳 235 17.8% 

５０～５９歳 231 17.5% 

６０～６９歳 284 21.5% 

７０～７９歳 217 16.4% 

８０歳以上 94 7.1% 

無回答 10 0.8% 

 

 

 

 

 

 

男性
44.3%

女性
54.6%

その他
0.1%

無回答
1.1%

(1,323)

ｎ
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基本的人権の尊重 

基本的人権が尊重されているか尋ねたところ、＜尊重されていると思う＞（「尊重されている」と「ど

ちらかといえば尊重されていると思う」の合計）は、78.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

人権意識の高まり 

５～６年前に比べ人権意識が高まっているか尋ねたところ、＜高まっていると思う＞（「高まっている

と思う」と「どちらかといえば高まっていると思う」の合計）は、55.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権侵害の現状 

５～６年前に比べ人権が侵害されることが減っているか尋ねたところ、＜減っていると思う＞（「減っ

ていると思う」と「どちらかといえば減っていると思う」の合計）は、59.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権についての意識・考え 

21.5 57.1 16.2

2.72.6

ｎ

(1,323)

(%)

尊
重
さ
れ
て
い
る
と

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

尊
重
さ
れ
て
い
る
と

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

尊
重
さ
れ
て
い
る
と

は
思
わ
な
い

尊
重
さ
れ
て
い
る
と

は
思
わ
な
い

無
回
答

13.6 42.0 27.9 13.8

2.7

ｎ

(1,323)

(%)

高
ま
っ
て
い
る
と
思

う ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

高
ま
っ
て
い
る
と
思

う ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

高
ま
っ
て
い
る
と
は

思
わ
な
い

高
ま
っ
て
い
る
と
は

思
わ
な
い

無
回
答

9.4 49.6 31.8 4.34.8

ｎ

(1,323)

(%)

減
っ

て
い
る
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

減
っ

て
い
る
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

増
え
て
い
る
と
思
う

増
え
て
い
る
と
思
う

無
回
答
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他人の迷惑を考えずに権利のみを主張する人の増加 

『人権尊重が叫ばれる一方で、権利のみを主張して、他人の迷惑を考えない人が増えてきた』という意

見について尋ねたところ、＜そう思う＞（「非常にそう思う」と「かなりそう思う」の合計）は、78.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重のために心がけるべきこと 

人権尊重のために心がけるべきことは、「他人の立場や権利を尊重すること」が70.2％で最も高く、次

いで「人権について、正しい知識を身につけること」が50.5％、「昔からのしきたりや、誤った固定観念

にとらわれないこと」が36.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の人権侵害 

自分の人権が侵害されたか尋ねたところ、「ある」は、28.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

28.6 50.3 17.8

0.62.6

ｎ

(1,323)

(%)

非
常
に
そ
う
思
う

か
な
り
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
は
思
わ

な
い

全
く
そ
う
は
思
わ
な

い 無
回
答

特にない

無回答

家族が互いの立場や権利を大切にすること

自分が生活している地域の人々を大切にすること

職場で互いの立場や権利を大切にすること

その他

n=(1,323)  

他人の立場や権利を尊重すること

人権について、正しい知識を身につけること

昔からのしきたりや、誤った固定観念にとらわれないこと

70.2

50.5

36.7

31.2

23.9

22.7

2.2

0.3

2.3

0 20 40 60 80(%)

28.0 69.9

2.0

ｎ

(1,323)

(%)

あ
る

な
い

無
回
答
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自分の人権侵害の内容 

自分の人権が侵害されたことがあると答えた方に、その内容を尋ねたところ、「あらぬ噂、他人からの

悪口、かげ口」が43.4％で最も高く、次いで「職場での嫌がらせ（パワー・ハラスメント、マタニティー・

ハラスメント（妊娠・出産を理由とした嫌がらせ）等）」が31.5％、「プライバシーの侵害」が23.2％、

「名誉・信用のき損、侮辱」が22.9％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権侵害への対応 

自分の人権が侵害された場合の対応について尋ねたところ、「身近な人に相談する」が59.6％で最も高

く、次いで「相手に抗議する」が34.5％、「我慢する」が23.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=(371)  

あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

職場での嫌がらせ（パワー・ハラスメント、マタニティー・ハラスメント
（妊娠・出産を理由とした嫌がらせ）等）

プライバシーの侵害

名誉・信用のき損、侮辱

学校でのいじめ

使用者による時間外労働の強制等の不当な待遇

悪臭・騒音等の公害

その他

無回答

差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分等により、就職や結婚等の
社会生活の上で不平等又は不利益な取り扱いをされた）

警察官等の公務員からの不当な取り扱い

暴力、強迫、強要（社会的地位、慣習、脅迫等により、
本来義務のないことをやらされたり、権利の行使を妨害された）

セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力）

地域社会での嫌がらせ

社会福祉施設等での施設職員からの不当な取り扱い

43.4

31.5

23.2

22.9

21.3

17.8

17.5

17.0

12.9

11.9

9.4

8.1

7.3

2.2

6.7

0.3

0 10 20 30 40 50(%)

n=(1,323)  

身近な人に相談する

相手に抗議する

我慢する

市役所に相談する

警察に相談する

弁護士に相談する

法務局または人権擁護委員に相談する

民間の相談機関に相談する

その他

無回答

59.6

34.5

23.7

21.5

20.3

15.6

15.6

15.6

2.6

5.7

0 10 20 30 40 50 60 70(%)
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他人の人権侵害 

他人を差別したことがあるか尋ねたところ、「あると思う」が13.1％、「自分では気づかなかったが、あ

るかもしれない」が40.4％、「ないと思う」が42.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他人の人権侵害の内容 

他人を差別したことがある、あるかもしれないと答えた方に、その内容について尋ねたところ、「宗教」

が34.8％で最も高く、次いで「人種・民族・国籍」が27.6％、「容姿」が27.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 40.4 42.3 4.2

ｎ

(1,323)

(%)

あ
る
と
思
う

自
分
で
は
気
づ
か
な

か
っ

た
が
、
あ
る
か

も
し
れ
な
い

な
い
と
思
う

無
回
答

n=(707)  

宗教

人種・民族・国籍

容姿

思想・信条

職業

学歴・出身校

障がい・疾病

性別

年齢

収入・財産

家柄

婚姻の有無

ひとり親家庭・両親なし

出身地

同和地区（被差別部落）

その他

無回答

34.8

27.6

27.4

25.0

24.9

22.8

21.8

15.8

15.1

13.7

9.9

8.8

7.2

3.5

3.4

4.8

0.6

0 10 20 30 40(%)
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人権問題への関心度 

関心のある人権課題について尋ねたところ、「障がいのある人」が45.7％で最も高く、次いで「高齢者」

が33.6％、「インターネットによる人権侵害」が30.8％、「女性」が30.6％、「子ども」が30.5％などとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=(1,323)  

障がいのある人

高齢者

インターネットによる人権侵害

女性

子ども

震災等の被災者

北朝鮮当局による拉致被害者等

働く人

人身取引（性的搾取・強制労働など）

犯罪被害者等

性同一性障がい（生物学的な性と性の自己意
識（こころの性）が一致しない状態）

刑を終えて出所した人

外国人

ホームレス

ＨＩＶ感染者等

ハンセン病患者・回復者等

性的指向（異性愛、同性愛、両性愛）

同和問題

アイヌの人々

その他

特にない

無回答

45.7

33.6

30.8

30.6

30.5

25.9

25.4

19.0

16.4

16.0

14.7

14.4

12.3

11.9

9.2

8.7

8.3

8.1

5.7

2.0

4.9

4.0

0 10 20 30 40 50(%)
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女性の人権問題 

女性の人権問題について尋ねたところ、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会環境の未整

備」が48.5％で最も高く、次いで「男女の固定的な役割分担意識（「家事は女性」等）に基づく差別的取

り扱いを受けること」が42.9％、「ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力）」が

40.5％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の人権擁護 

女性の人権擁護のために必要なことは、「男女ともに、働きながら、家事や育児・介護などを両立でき

る環境の整備」が60.8％で最も高く、次いで「相談・支援体制の充実」と「労働における採用・昇進・賃

金など男女の平等」がともに31.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の人権について 

n=(1,323)  

家事・育児や介護などを男女が
共同して行う社会環境の未整備

男女の固定的な役割分担意識（「家事は女性」等）
に基づく差別的取り扱いを受けること

ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力）

職場において、差別待遇（女性が管理職になりにくい等）
を受けること

職場において、マタニティー・ハラスメント
（妊娠・出産を理由とした嫌がらせ）を受けること

テレビ、ビデオ、雑誌、インターネットなど
によるわいせつ情報の氾濫

セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）

誤った認識や偏見が存在していること

売春・買春

「令夫人」、「婦人」、「未亡人」、「家内」のように
女性に用いられる言葉が使われること

その他

特にない

無回答

48.5

42.9

40.5

38.9

32.4

32.4

30.8

28.6

21.0

7.1

1.7

5.2

2.3

0 10 20 30 40 50 60(%)

n=(1,323)  

男女ともに、働きながら、家事や育児・介護などを両立できる環境の整備

相談・支援体制の充実

労働における採用・昇進・賃金など男女の平等

男女平等などに関する教育の充実

女性に対する犯罪の取り締まりの強化

男性に対する意識啓発の推進

女性に対する暴力の加害者への教育・相談体制の充実

議会や審議会など、意思決定や方針決定の場への女性の参画の促進

マスコミによる紙面、番組、広告などの内容への配慮

女性に対する意識啓発の推進

女性の人権を守るための広報啓発活動などの推進

その他

特にない

無回答

60.8

31.4

31.4

23.7

17.3

16.1

15.9

13.3

13.2

10.1

5.1

1.4

3.2

1.3

0 20 40 60 80(%)
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子どもの人権問題 

子どもの人権問題について尋ねたところ、「いじめ」が72.3％で最も高く、次いで「虐待（身体的・

心理的・性的・育児放棄）」が 69.5％、「親の事情による不安定な生育環境」が 56.6％などとなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの人権擁護 

子どもの人権擁護のために必要なことは、「子どもに自分も他者も大切であることを教える」が51.3％

で最も高く、次いで「相談・支援体制の充実」が40.7％、「保護者への啓発、相談の充実」が33.7％など

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの人権について 

n=(1,323)  

いじめ

虐待（身体的・心理的・性的・育児放棄）

親の事情による不安定な生育環境

いじめ、体罰や虐待を見て見ぬふりをすること

ＳＮＳなどインターネット上のトラブル
（いじめ、薬物、性被害など）

児童買春・児童ポルノ

子どもの誘拐、子どもへのストーカー

子どもの貧困

体罰

学校や就職先の選択等の子どもの意見に
ついて、大人がその意見を無視すること

誤った認識や偏見が存在していること

その他

特にない

無回答

72.3

69.5

56.6

49.7

49.7

27.7

27.6

26.7

23.2

17.3

14.2

1.0

1.6

1.6

0 20 40 60 80(%)

n=(1,323)  

子どもに自分も他者も大切であることを教える

相談・支援体制の充実

保護者への啓発、相談の充実

教職員や指導者の人権意識の向上

子育て支援の充実

生活困窮家庭への福祉の充実

子どもの人格の尊重

児童買春や児童ポルノなどの取り締まりの強化

子どもの人権を守るための啓発活動の推進

その他

特にない

無回答

51.3

40.7

33.7

31.7

27.8

25.8

18.4

17.3

11.3

2.0

0.8

1.4

0 10 20 30 40 50 60(%)
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高齢者の人権問題 

高齢者の人権問題について尋ねたところ、「悪徳商法、特殊詐欺（振込め詐欺等）の被害が多いこと」

が67.6％で最も高く、次いで「働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと」が52.5％、「経済的に自立

が困難なこと」が47.9％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の人権擁護 

高齢者の人権擁護のために必要なことは、「高齢者が生活しやすい環境の整備」が56.6％で最も高く、

次いで「介護、在宅サービスや福祉施設・病院の充実」が46.4％、「高齢者の就労や能力を発揮する場の

確保」が40.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の人権について 

高齢者が邪魔者扱いされ、つまはじきにされること

病院での看護や福祉施設において劣悪な処遇や虐待を受けること

アパート等への入居を拒否されること

家庭内での看護や介護において嫌がらせや虐待を受けること

n=(1,323)  

悪徳商法、特殊詐欺（振込め詐欺等）の被害が多いこと

働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと

経済的に自立が困難なこと

その他

特にない

無回答

高齢者の意見や行動が尊重されないこと

誤った認識や偏見が存在していること

差別的な言動をされること

67.6

52.5

47.9

31.1

30.5

20.7

20.4

20.0

15.7

11.4

1.9

3.3

1.4

0 20 40 60 80(%)

無回答

高齢者に対する犯罪の取り締まりの強化

高齢者の人権を守るための教育・啓発活動の推進

その他

特にない

介護、在宅サービスや福祉施設・病院の充実

高齢者の就労や能力を発揮する場の確保

相談・支援体制の充実

高齢者と他の世代との交流の促進

n=(1,323)  

高齢者が生活しやすい環境の整備 56.6

46.4

40.7

35.6

28.3

22.0

10.9

1.0

2.3

2.9

0 10 20 30 40 50 60(%)
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障がいのある人の人権問題 

障がいのある人の人権問題について尋ねたところ、「働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと」が

59.4％で最も高く、次いで「経済的に自立が困難なこと（生活するための所得の保障）」が52.9％、「誤っ

た認識や偏見が存在していること」が51.3％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人の人権について 

無回答

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

治療や入院を断られること

その他

特にない

障がい者施設に対する地域の反対

アパート等への入居を拒否されること

スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと

悪徳商法、特殊詐欺（振込め詐欺等）の被害が多いこと

差別的な言動をされること

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

障がいのある人の意見や行動が尊重されないこと

結婚問題で家族や周囲に反対されること

誤った認識や偏見が存在していること

暮らしやすいまちづくり、バリアフリー化などが十分でないこと

就職・職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

n=(1,323)  

働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと

経済的に自立が困難なこと（生活するための所得の保障）

59.4

52.9

51.3

39.8

37.6

35.7

34.8

31.7

18.7

15.8

14.7

14.4

12.7

11.8

8.1

7.1

1.4

3.0

3.3

0 20 40 60 80(%)
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障がいのある人の人権擁護 

障がいのある人の人権擁護のために必要なことは、「障がいのある人の就労や能力を発揮する場の確保」

が50.6％で最も高く、次いで「障がいのある人が自立して生活しやすい環境の整備」が50.2％、「相談・

支援体制の充実」が35.3％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答

障がいのある人との交流の促進

障がいのある人の意見を反映させる機会の拡大

その他

特にない

介護、在宅サービスや福祉施設・病院の充実

障がいのある人の雇用の確保

障がいのある人の人権を守るための教育・啓発活動の推進

障がいに応じた教育

n=(1,323)  

障がいのある人の就労や能力を発揮する場の確保

障がいのある人が自立して生活しやすい環境の整備

相談・支援体制の充実

50.6

50.2

35.3

24.8

22.8

22.0

15.4

12.4

12.0

0.8

1.9

3.4

0 10 20 30 40 50 60(%)
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知識の提供者 

同和問題について初めて知ったきっかけは、「テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った」が22.3％で最も

高く、次いで「学校の授業で教わった」が16.5％、「家族（祖父母、父母、きょうだい等）から聞いた」

が15.2％などとなっています。 

一方、「同和問題を知らない」は、15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和問題の人権問題 

同和問題を知っている方に、同和問題の人権問題について尋ねたところ、「誤った認識や偏見が存在し

ていること」が66.7％で最も高く、次いで「結婚問題で家族や周囲に反対されること」が38.5％、「地域

社会で不利な扱いをされること」が32.2％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和問題（部落差別）について 

n=(1,323)  

テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った

学校の授業で教わった

家族（祖父母、父母、きょうだい等）から聞いた

同和問題は知っているがきっかけは覚えていない

職場の人から聞いた

同和問題の集会や研修会で知った

学校の友だちから聞いた

インターネットで知った

近所の人から聞いた

親戚の人から聞いた

都道府県や市区町村の広報紙や冊子等で知った

その他

同和問題を知らない

無回答

22.3

16.5

15.2

11.9

6.0

1.9

1.8

1.0

0.9

0.8

0.7

2.2

15.5

3.3

0 5 10 15 20 25(%)

その他

無回答

差別的な言動をされること

身元調査をされること

インターネットを利用して差別的な情報が掲載されること

差別的な落書きをされること

誤った認識や偏見が存在していること

結婚問題で家族や周囲に反対されること

地域社会で不利な扱いをされること

就職・職場で不利な扱いを受けること

n=(1,074)  

66.7

38.5

32.2

27.7

27.7

24.5

12.8

6.2

8.5

3.4

0 20 40 60 80(%)
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外国人の人権問題 

外国人の人権問題について尋ねたところ、「風習や習慣等の違いが受け入れられないこと」が36.6％で

最も高く、次いで「誤った認識や偏見が存在していること」が36.2％、「働く場所や能力を発揮する機会

が少ないこと」が27.6％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人の人権擁護 

外国人の人権擁護のために必要なことは、「外国人と日本人の相互理解と交流の推進」が37.8％で最も

高く、次いで「相談・支援体制の充実」が37.0％、「外国人の就労や能力を発揮する場の確保」が27.3％

などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人の人権について 

無回答

外国人の意見や行動が尊重されないこと

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

その他

特にない

差別的な言動をされること

結婚問題で家族や周囲に反対されること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

誤った認識や偏見が存在していること

働く場所や能力を発揮する機会が少ないこと

アパート等への入居を拒否されること

就職・職場で不利な扱いを受けること

n=(1,323)  

風習や習慣等の違いが受け入れられないこと 36.6

36.2

27.6

23.4

21.0

18.4

15.4

15.0

14.1

11.1

4.8

3.3

15.5

5.1

0 10 20 30 40(%)

無回答

外国人のための日本語教室の充実

自立できない外国人への生活支援（医療、福祉、教育など）

外国人の意見を反映させる機会の拡大

その他

外国人の就労や能力を発揮する場の確保

外国語による相談の場の増設

外国人への理解を深める啓発の推進

外国語による情報提供の充実

n=(1,323)  

外国人と日本人の相互理解と交流の推進

相談・支援体制の充実

37.8

37.0

27.3

23.6

22.2

22.1

20.3

12.8

6.7

3.0

3.9

0 10 20 30 40(%)
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エイズ患者・ＨＩＶ感染者やその家族の人権問題 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者やその家族の人権問題について尋ねたところ、「誤った認識や偏見が存在し

ていること」が66.1％で最も高く、次いで「結婚問題で家族や周囲に反対されること」が25.8％、「就職・

職場で不利な扱いを受けること」が24.6％、「差別的な言動をされること」が24.3％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者やその家族の人権擁護 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者やその家族の人権擁護のために必要なことは、「エイズ・ＨＩＶに関する正

しい知識の教育」が62.3％で最も高く、次いで「プライバシーに配慮した医療体制やカウンセリング体制

の充実」が48.3％、「相談・支援体制の充実」が37.0％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エイズ患者・ＨＩＶ感染者やその家族の人権について 

特にない

無回答

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

アパート等への入居を拒否されること

無断でエイズ検査等をされること

その他

差別的な言動をされること

患者や感染者のプライバシーが守られないこと

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

治療や入院を断られること

n=(1,323)  

誤った認識や偏見が存在していること

結婚問題で家族や周囲に反対されること

就職・職場で不利な扱いを受けること

66.1

25.8

24.6

24.3

20.7

18.6

14.0

8.8

7.3

7.2

3.3

12.3

4.1

0 20 40 60 80(%)

n=(1,323)  

エイズ・ＨＩＶに関する正しい知識の教育

特にない

無回答

患者・感染者の医療費援助

患者・感染者の生活支援

患者・感染者の就労や能力を発揮する場の確保

その他

プライバシーに配慮した医療体制やカウンセリング体制の充実

相談・支援体制の充実

患者や感染者への偏見や差別をなくすための啓発活動

患者・感染者支援の連携（行政・医療機関・ＮＧＯなど）の推進

62.3

48.3

37.0

19.4

16.9

15.2

8.6

5.8

0.8

5.9

2.6

0 20 40 60 80(%)
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犯罪被害者等の人権問題 

犯罪被害者等の人権問題について尋ねたところ、「犯罪行為によって精神的なショックを受けること」

が65.2％で最も高く、次いで「報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私

生活の平穏が保てなくなること」が64.2％、「事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること」が55.0％

などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等の人権擁護 

犯罪被害者等の人権擁護のために必要なことは、「マスコミによる犯罪被害者等の人権に配慮した報道

や取材」が61.0％で最も高く、次いで「犯罪被害者等への適切なカウンセリング」が50.9％、「相談・支

援体制の充実」が40.3％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等の人権について 

n=(1,323)  

犯罪行為によって精神的なショックを受けること

報道によってプライバシーに関することが公表されたり、
取材によって私生活の平穏が保てなくなること

事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること

警察に相談しても期待どおりの対応が得られないこと

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること

刑事手続に必ずしも被害者の声が十分反映されるわけではないこと

犯罪行為によって経済的負担を受けること

誤った認識や偏見が存在していること

特にない

無回答

その他

65.2

64.2

55.0

51.9

40.5

35.2

34.6

24.8

1.5

3.3

3.0

0 20 40 60 80(%)

その他

特にない

無回答

相談・支援体制の充実

捜査活動や刑事裁判における犯罪被害者等に配慮した支援

犯罪被害者等の人権を守るための教育・啓発活動の推進

犯罪被害者等への経済的な支援

n=(1,323)  

マスコミによる犯罪被害者等の人権に配慮した報道や取材

犯罪被害者等への適切なカウンセリング

61.0

50.9

40.3

37.3

21.4

17.8

0.8

2.8

2.6

0 20 40 60 80(%)
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インターネット環境での人権問題 

インターネット環境での人権問題について尋ねたところ、「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」

が78.2％で最も高く、次いで「出会い系サイト等犯罪を誘発する場となっていること」が57.0％、「プラ

イバシーに関する情報が掲載されること」が52.5％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット環境での人権擁護 

インターネット環境での人権擁護のために必要なことは、「違法な情報発信者に対する監視や取り締ま

りの強化」が72.5％で最も高く、次いで「情報の提供停止や削除などに関する法的規制の強化」が69.0％、

「プライバシーや名誉に関する教育・啓発活動の推進」が36.2％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット環境での人権について 

特にない

無回答

他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、
それを助長するような情報が掲載されること

ネットポルノが存在していること

捜査の対象となっている未成年者の
実名や顔写真が掲載されること

その他

n=(1,323)  

他人を誹謗中傷する情報が掲載されること

出会い系サイト等犯罪を誘発する場となっていること

プライバシーに関する情報が掲載されること

78.2

57.0

52.5

47.5

33.2

27.1

2.5

4.5

2.7

0 20 40 60 80 100(%)

その他

特にない

無回答

違法な情報発信者に対する監視や取り締まりの強化

情報の提供停止や削除などに関する法的規制の強化

プライバシーや名誉に関する教育・啓発活動の推進

相談・支援体制の充実

n=(1,323)  

72.5

69.0

36.2

24.7

2.4

3.9

2.3

0 20 40 60 80(%)
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ホームレスの人権問題 

ホームレスの人権問題について尋ねたところ、「経済的に自立が困難なこと」が57.7％で最も高く、次

いで「じろじろ見られたり、避けられたりすること」が37.4％、「近隣住民や通行人等から暴力をふるわ

れること」が32.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームレスの人権擁護 

ホームレスの人権擁護のために必要なことは、「ホームレスの自立にむけた生活支援」が67.0％で最も

高く、次いで「相談・支援体制の充実」が42.9％、「ホームレスのための施設の充実」が31.2％などとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームレスの人権について 

その他

特にない

無回答

誤った認識や偏見が存在していること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

アパート等への入居を拒否されること

就職・職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

近隣住民や通行人等から暴力をふるわれること

近隣住民や通行人等から嫌がらせを受けること

差別的な言動をされること

n=(1,323)  

経済的に自立が困難なこと 57.7

37.4

32.4

30.6

27.4

20.6

19.0

18.9

18.6

2.2

8.3

5.3

0 20 40 60 80(%)

無回答

ホームレスのための施設の充実

ホームレスの人権を守るための教育・啓発活動の推進

その他

特にない

n=(1,323)  

ホームレスの自立にむけた生活支援

相談・支援体制の充実

67.0

42.9

31.2

13.1

2.9

7.8

7.0

0 20 40 60 80(%)
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性的指向・性同一性障がいに関する人権問題 

性的指向・性同一性障がいに関する人権問題について尋ねたところ、「誤った認識や偏見が存在してい

ること」が52.8％で最も高く、次いで「差別的な言動をされること」が40.1％、「地域、職場、学校等で

嫌がらせやいじめを受けること」が34.2％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性的指向・性同一性障がいに関する人権擁護 

性的指向・性同一性障がいに関する人権擁護のために必要なことは、「正しい理解を深めるための教育・

啓発活動の推進」が56.5％、「相談・支援体制の充実」が39.0％、「法整備を行う」が27.1％などとなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性的指向・性同一性障がいに関する人権について 

その他

特にない

無回答

就職・職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

n=(1,323)  

誤った認識や偏見が存在していること

差別的な言動をされること

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

52.8

40.1

34.2

25.8

23.3

3.9

3.7

2.3

16.4

6.1

0 10 20 30 40 50 60(%)

その他

特にない

無回答

正しい理解を深めるための教育・啓発活動の推進

相談・支援体制の充実

法整備を行う

意見を反映させる場の拡大

n=(1,323)  

56.5

39.0

27.1

23.3

1.9

14.3

5.8

0 10 20 30 40 50 60(%)
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働く人の人権問題 

働く人の人権問題について尋ねたところ、「休暇制度があっても取れないような実態があること」が

62.7％で最も高く、次いで「長時間労働が常態化して、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

が保てないこと」が60.9％、「非正規雇用の割合が高くなり、待遇の差があること」が49.7％、「生活する

ための所得の保障が十分でないなど、生活に困窮する人が増加していること」が49.2％などとなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働く人の人権擁護 

働く人の人権擁護のために必要なことは、「企業、雇用者の人権意識の向上」が40.6％で最も高く、次

いで「育児・介護休業制度の拡充や育児・介護休業を取りやすい環境の整備」が33.6％、「労働時間の短

縮や有給休暇等休暇の取得促進」が29.1％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働く人の人権について 

特にない

無回答

年金受給年齢まで雇用が保障されていないこと

若年層の非正規雇用が多いこと

職業・職種による偏見や差別があること

その他

長時間労働が常態化して、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）が保てないこと

非正規雇用の割合が高くなり、待遇の差があること

生活するための所得の保障が十分でないなど、
生活に困窮する人が増加していること

職場でのいじめや嫌がらせがあること（パワー・ハラスメント、
セクシュアル・ハラスメント、マタニティー・ハラスメント等）

n=(1,323)  

休暇制度があっても取れないような実態があること 62.7

60.9

49.7

49.2

47.8

47.8

45.0

23.6

1.7

2.9

4.5

0 20 40 60 80(%)

昇進・昇格の制度や教育における男女平等の推進

その他

特にない

無回答

パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント
（性的嫌がらせ）等の防止

相談・支援体制の充実

性差・雇用形態などによる格差の解消
（仕事の中身を評価する「同一価値労働同一賃金」の実現）

働く人の人権を守るための教育・啓発活動の推進

労働時間の短縮や有給休暇等休暇の取得促進

若年層への就労支援

高齢者の雇用継続、再就職支援

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の意識啓発の推
進

n=(1,323)  

企業、雇用者の人権意識の向上

育児・介護休業制度の拡充や育児・
介護休業を取りやすい環境の整備

40.6

33.6

29.1

24.5

24.2

23.7

17.3

17.2

11.7

11.3

9.3

1.8

1.7

4.9

0 10 20 30 40 50(%)
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アイヌの人々の人権問題 

アイヌの人々の人権問題について尋ねたところ、「独自の文化や伝統の保存、伝承が十分図られていな

いこと」が39.8％で最も高く、次いで「誤った認識や偏見が存在していること」が37.7％、「差別的な言

動をされること」が17.4％などとなっています。 

一方、「特にない」は、30.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンセン病患者・回復者やその家族の人権問題 

ハンセン病患者・回復者やその家族の人権問題について尋ねたところ、「誤った認識や偏見が存在して

いること」が59.2％で最も高く、次いで「ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難なこと」

が38.4％、「差別的な言動をされること」が28.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイヌの人々の人権について 

無回答

経済的に困窮状態におかれている人が多いこと

じろじろ見られたり、避けられたりすること

その他

特にない

結婚問題で家族や周囲に反対されること

身元調査をされること

就職・職場で不利な扱いを受けること

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

n=(1,323)  

独自の文化や伝統の保存、伝承が十分図られていないこと

誤った認識や偏見が存在していること

差別的な言動をされること

39.8

37.7

17.4

15.4

11.8

10.5

10.2

9.1

5.6

4.9

30.1

6.9

0 10 20 30 40 50(%)

ハンセン病患者・回復者やその家族の人権について 

特にない

無回答

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

アパート等への入居を拒否されること

治療や入院を断られること

その他

じろじろ見られたり、避けられたりすること

就職・職場で不利な扱いを受けること

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

プライバシーが守られないこと

誤った認識や偏見が存在していること

ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難なこと

差別的な言動をされること

結婚問題で家族や周囲に反対されること

n=(1,323)  

59.2

38.4

28.4

24.9

23.6

19.8

17.8

16.6

11.2

11.0

7.7

3.2

17.1

5.4

0 20 40 60 80(%)
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刑を終えて出所した人の人権問題 

刑を終えて出所した人の人権問題について尋ねたところ、「更生した人たちに対する誤った認識や偏見

が存在していること」が53.5％で最も高く、次いで「就職、職場で不利な扱いを受けること」が43.4％、

「プライバシーが守られていないこと」と「差別的な言動をされること」がともに21.8％などとなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北朝鮮当局による拉致被害者等の人権問題 

北朝鮮当局による拉致被害者等の人権問題について尋ねたところ、「家族と共に生活をするという当然

の権利を奪われていること」が81.9％で最も高く、次いで「身体や居住移転の自由を奪われ、帰国できな

いこと」が71.1％、「被害者の情報が得られないこと」が66.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑を終えて出所した人の人権について 

n=(1,323)  

更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること

就職、職場で不利な扱いを受けること

プライバシーが守られていないこと

差別的な言動をされること

結婚問題で家族や周囲に反対されること

メールやインターネットで悪質な書き込みや嫌がらせを受けること

アパート等への入居を拒否されること

その他

無回答

特にない

53.5

43.4

21.8

21.8

21.4

20.3

17.8

3.0

15.8

5.2

0 20 40 60(%)

北朝鮮当局による拉致被害者等の人権について 

その他

特にない

無回答

被害者の情報が得られないこと

n=(1,323)  

家族と共に生活をするという当然の権利を奪われていること

身体や居住移転の自由を奪われ、帰国できないこと

拉致問題に関する国民の理解が足りないこと

被害者及びその家族に対し傷つけるような報道があること

被害者及びその家族が興味本位でみられていること

81.9

71.1

66.4

37.8

22.8

22.7

2.3

4.2

4.2

0 20 40 60 80 100(%)
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人身取引に関する人権問題 

人身取引に関する人権問題について尋ねたところ、「児童買春・児童ポルノ・援助交際等の子どもに対

する性的搾取があること」が59.6％で最も高く、次いで「買春・買春ツアー等の性的搾取が起きているこ

と」が42.3％、「就労の場で強制的な労働搾取があること」が32.6％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災等の被災者の人権問題 

震災等の被災者の人権問題について尋ねたところ、「生まれ育った土地での生活再建が難しいこと」が

72.3％で最も高く、次いで「家族が離ればなれに暮らさなければならないこと」が64.5％、「避難してい

る人の健康被害が増えていること」が62.3％、「被災地に関する風評被害があること」が61.7％などとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人身取引に関する問題について 

n=(1,323)  

児童買春・児童ポルノ・援助交際等の
子どもに対する性的搾取があること

買春・買春ツアー等の性的搾取が起きていること

就労の場で強制的な労働搾取があること

外国人研修生に対する労働搾取があること

その他

特にない

無回答

59.6

42.3

32.6

27.7

2.9

13.9

7.0

0 20 40 60 80(%)

震災等の被災者の人権について 

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること

その他

特にない

無回答

就職、職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

アパート等への入居を拒否されること

学校、幼稚園等への入学や入園を拒否されること

被災地に関する風評被害があること

避難生活によるストレスに伴ういさかいや虐待

誤った認識や偏見が存在していること

地域、職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること

n=(1,323)  

生まれ育った土地での生活再建が難しいこと

家族が離ればなれに暮らさなければならないこと

避難している人の健康被害が増えていること

72.3

64.5

62.3

61.7

44.3

18.7

9.4

7.4

6.7

3.4

3.3

2.3

2.1

4.8

4.7

0 20 40 60 80(%)
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人権理解のための取り組みの認知 

人権理解のための取り組みを知っているか尋ねたところ、「広報ふじさわへの啓発記事の掲載」が47.2％

で最も高く、次いで「講演会、研修会」が22.4％、「キャンペーンなどの啓発イベント」が13.2％などと

なっています。 

一方、「知っているものはない」は、32.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発事業で重視すべきこと 

啓発事業で重視すべきことについて尋ねたところ、「人権問題に直面している当事者が出演する」が

43.5％で最も高く、次いで「土曜日、日曜日、休・祝日に開催する」が39.9％、「著名人が出演する」が

22.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権問題に関する取り組みについて 

n=(1,323)  

「広報ふじさわ」への啓発記事の掲載

講演会、研修会

キャンペーンなどの啓発イベント

ポスターの掲出

ホームページによる情報提供

リーフレット・チラシなど啓発資料の配布

その他

知っているものはない

無回答

47.2

22.4

13.2

11.8

9.8

9.7

1.2

32.9

6.5

0 10 20 30 40 50(%)

n=(1,323)  

人権問題に直面している当事者が出演する

土曜日、日曜日、休・祝日に開催する

著名人が出演する

託児（一時保育）や手話通訳などを行う

平日の夜間に開催する

その他

特にない

無回答

43.5

39.9

22.4

20.2

8.8

3.2

18.3

5.6

0 10 20 30 40 50(%)
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人権尊重社会実現のための取り組み 

人権尊重社会実現のために必要な取り組みは、「学校における人権教育の充実」が50.6％で最も高く、

次いで「公務員、教職員、保健・医療・福祉関係従事者など人権に深く関わる職業に従事する人の人権意

識の向上」が43.2％、「人権に関する相談支援体制の充実」が26.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権に関する条例の制定や人権宣言等の取り組み

その他

特にない

無回答

人権施策に関する指針の市民への周知

定期的な人権意識調査を実施し、
調査結果を踏まえた人権施策の取り組み

啓発リーフレット・チラシ等の配布、ポスター掲出、
広報紙掲載及びホームページ他による広報活動の充実

人権意識を高めるための講演会や研修会等の啓発事業の充実

学校における人権教育の充実

公務員、教職員、保健・医療・福祉関係従事者など
人権に深く関わる職業に従事する人の人権意識の向上

人権に関する相談支援体制の充実

企業・団体等における人権意識の向上

n=(1,323)  

50.6

43.2

26.7

25.3

23.4

20.4

17.8

15.7

12.0

1.3

3.3

2.3

0 20 40 60(%)
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藤沢市 企画政策部 人権男女共同参画課 

〒251－8601   藤沢市朝日町１番地の１ 

電  話   （0466）25－1111〈代表〉 


